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１．医療 DX の推進について 

 

（１）現状・今後の取組等 

 

○  医療 DX は、疾病（しっぺい）の発症予防、受診、診察・治療・薬剤

処方、診断書等の作成、診療報酬の請求、医療介護の連携によるケ

ア、地域医療連携、研究開発などの保健・医療・介護の各段階におい

て発生する情報やデータを、全体最適された基盤を活用して、保健・

医療や介護関係者の業務やシステム、データ保存の外部化・共通化・

標準化を図り、国民自身の予防を促進し、より良質な医療やケアを受

けられるように、社会や生活の形を変えることと定義している。【資

料Ⅰ-参４】 

○  この医療 DX の各施策を具体的に取り組むために、令和５年６月に

「医療 DX の推進に関する行程表」が取りまとめられた。基本的な考

え方として、 

・①国民のさらなる健康増進、②切れ目なく質の高い医療等の効率的

な提供、③医療機関等の業務効率化、④システム人材等の有効活用、

⑤医療情報の二次利用の環境整備の 5 点を実現すること 

・また、サイバーセキュリティを確保しつつ、医療 DX を実現し、保

健・医療・介護の情報を有効に活用していくことにより、より良質な

医療やケアを受けることを可能にし、国民一人一人が安心して、健康

で豊かな生活をおくれるようになること 

を目指すこととしている。 

その大前提として、マイナンバーカードと保険証の一体化があり、

現在、マイナ保険証の利用率向上に向け様々な取り組みを進めてい

る。その上で、「全国医療情報プラットフォームの構築」、「電子カ

ルテ情報の標準化等」、「診療報酬改定 DX」を３つの柱として、各

施策に取り組むこととしている。【資料Ⅰ-参４～５】 

○  この医療 DX を、スピード感を持って進めるため、令和４年１０月に

総理を本部長とする医療 DX 推進本部が立ち上がり、そして、推進本

部幹事会での議論を経て、令和５年６月に前述の工程表が策定され、

現在、各施策について、各省庁で取組を進めているところ。 
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また、厚生労働省においても、チーム長は厚生労働大臣「医療 DX

令和ビジョン 2030」厚生労働省推進チームを設置し、工程表に則り

進めている。【資料Ⅰ-参６】 

○  医療 DX の施策の１つである「全国医療情報プラットフォーム」につ

いては、医療機関等が患者の資格情報等を安全に確認できる仕組みと

して既に構築されているオンライン資格確認等システムのネットワー

クを拡充し、必要な保健医療情報を全国的に効率的かつ効果的に共有

できる仕組みとすることを想定している。「全国医療情報プラットフ

ォーム」を構築することで、共有可能な情報の範囲について、電子カ

ルテ情報や予防接種情報等への拡大を図るとともに、情報の共有主体

についても、医療機関や薬局に加え、自治体や介護事業者等への拡大

を図ることとしている。自治体と医療機関、そして国民とをつなぐ仕

組みとして、デジタル庁において PMH（パブリックメディカルハブ）

という予防接種、母子保健、公費負担医療や地方単独の医療費助成な

どに係るマイナンバーカードを利用した情報連携の仕組みの構築に取

り組んでいる。【資料Ⅰ-参７】 

○  この仕組みは、マイナンバーカードを公費負担医療の受給者証や予防

接種の接種券として受診・接種できるようにするものとなる。自治体

が、医療機関・自治体連携領域である PMH に、公費負担医療受給者情

報や予防接種対象者の情報を登録し、医療機関はこの PMH から受給者

情報や予防接種対象者情報を取得する仕組みである。モデル的に先行

実施する自治体の公募が行われ、16 の自治体で実証事業が行われる

こととなっており、マイナンバーカードを活用したデジタル化の取組

をさらに推進していく予定。【資料Ⅰ-参７】 

○  また、全国医療情報プラットフォームの仕組みの１つである電子カル

テ情報共有サービスについては、 

・文書情報を医療機関等が電子上で送受信できるサービス  

・全国の医療機関等で患者の電子カルテ情報（6 情報）を閲覧できる

サービス 

・本人等が、自身の電子カルテ情報（6 情報）を閲覧・活用できるサ

ービス 

の提供に向け、令和６年度末にも準備が整った医療機関での導入を目

指している。【資料Ⅰ-参８】 
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（２）都道府県へのお願い 

 

○  医療費助成・予防接種・母子保健等に係る情報連携システム先行実施

事業として、モデル的に先行実施する自治体の公募が行われ、 16 の

自治体で実証事業が行われることとなっており、それらに関わる地域

の皆様の御協力をお願いしたい。 

○  電子カルテ情報共有サービスの導入に際しては、地域の医療機関同士

での情報の共有によるメリットが期待されるため、令和６年度末を目

標にモデル事業等を実施する予定であり、今後モデル事業地域や医療

機関の選定等を進めていく。それらに関わる地域の皆様の御協力をお

願いしたい。 

 

 

 

担当者：医政局 特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官室 

杉山 朋宏(内線：4498) 
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２．医療分野におけるサイバーセキュリティ対策の推進について 

 

（１）現状・今後の取組等 

 

○  医療機関におけるサイバーセキュリティ対策については、「医療情報システ

ムの安全管理に関するガイドライン」を参照の上、適切な対応を行うこととし

ています。 

○  本ガイドラインは令和５年５月に第 6.0版を策定しました。改定内容とし

て、令和５年４月からの保険医療機関・薬局におけるオンライン資格確認導入

の原則義務化により、概ねすべての医療機関等において、本ガイドラインに記

載されているネットワーク関連のセキュリティ対策が必要となります。これを

踏まえ、第 6.0版への改定では、本文を、概説編、経営管理編、企画管理編及

びシステム運用編に分ける等全体構成を見直したほか、医療情報システムに対

するサイバー攻撃の一層の多様化・巧妙化が進んでいること等を踏まえ、医療

機関等に求められる安全管理措置を中心に内容を見直しました。【資料Ⅰ-参

11～12】 

○  また、昨今のサイバー攻撃の増加やサイバー攻撃により長期に診療が停止す

る事案が発生したことから実施した緊急的な病院への調査では、自主的な取組

だけでは不十分と考えられる結果であったため、平時の予防対応として、脆弱

性が指摘されている機器の確実なアップデートの実施が必要との意見がワーキ

ンググループであった。そのため、医療法第 25条第１項の規定に基づく立入

検査にかかる省令改正の施行を行い、病院、診療所又は助産所の管理者が遵守

すべき事項として、サイバーセキュリティの確保について必要な措置を講じる

ことを追加した。 

 「必要な措置」としては，最新のガイドラインを参照の上、サイバー攻撃に

対する対策を含めたセキュリティ対策全般について適切な対応を行うことと

し，ガイドラインに記載されている内容のうち、まずは医療機関が優先的に取

り組むべき事項については，厚生労働省においてチェックリストを作成し，各

医療機関で確認できる仕組みとした。【資料Ⅰ-参 12～13】 

○  医療機関におけるサイバーセキュリティの更なる確保のため、令和５年度補

正予算において外部ネットワークとの接続の安全性の検証・検査や、オフライ

ン・バックアップ体制の整備を支援する。【資料Ⅰ-参 14】 
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○  最後に、G-MIS（G-MIS、医療機関等情報システムは新型コロナウイルス感染

症対策として、全国の医療機関の医療提供体制関連情報を迅速に収集するため

に、令和２年５月に構築・運用されている）による医療機関に対するサイバー

セキュリティ対策の実態調査を令和６年２月１日より開始している。 

 

（２）都道府県へのお願い 

 

○  上述の令和５年度補正予算において支援する病院については、より効果的な

ものとするため、地域の医療提供体制の実情を踏まえ、各都道府県に選定の御

協力をお願いしたい。 

○  各都道府県におかれても、医療機関等でサイバー攻撃等のサイバーセキュリ

ティインシデントが発生した際の厚生労働省への迅速な報告をお願いする。 

 

担当者：医政局 特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官室  

岡本 潤(内線：4568) 
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３．次世代医療基盤法における医療情報の提供について 

 

（１）現状等 

○ 医療情報を医療分野の研究開発に適切に利活用することを目的として、

平成 29 年５月に次世代医療基盤法が制定され、平成 30 年５月に施行され

た。また、昨年、次世代医療基盤法が改正され、新たに仮名加工医療情報や、

NDB 等の国の公的 DB のデータと連結解析が可能な匿名加工医療情報を研究

者に提供することを可能とし、一層の研究開発への活用が期待されるとこ

ろ。【資料Ⅰ-参 16～20】 

   この法律に基づき、医療情報取扱事業者（医療機関、介護事業所、地方公

共団体、医療保険者等）においては、あらかじめ本人に通知し、本人が提供

を拒否しないという統一的な条件で、国が認定した事業者（※１）に対する

医療情報（※２）の提供が可能（※３）である。【資料Ⅰ-参 20】 

※１ この事業者については、主務府省（内閣府、文部科学省、厚生労働省

及び経済産業省）において、令和元年 12 月に第１号、令和２年６月に

第２号、令和４年４月に第３号となる認定を行ったところ。 

※２ 次世代医療基盤法第２条、次世代医療基盤法施行令第１条及び次世 

代医療基盤法施行規則第２条に定めるもので、例えば、以下の事例が該

当する。 

 事例１）医療機関が保有するカルテ 

 事例２）薬局が保有する調剤レセプト 

 事例３）「学校における児童生徒等の健康診断」の結果 

 事例４）保険者の保有する特定健診結果 

 事例５）地方公共団体の有する小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書 

 

（２）都道府県へのお願い 

〇 地方公共団体の皆様には、次世代医療基盤法の意義をご理解の上、管内の

医療機関、介護事業所、市町村、後期高齢者医療広域連合、協会けんぽ都道

府県支部等に対する周知について御協力をお願いしたい。また、都道府県立

病院等の医療機関の設置主体や健康診査等の実施主体として、認定作成事

業者に対する医療情報の提供について、御協力をお願いしたい。併せて、次

世代医療基盤法の下で収集された医療ビッグデータにつき、地方公共団体

における施策立案への活用についても、ご検討いただきたい。【資料Ⅰ-参 21】 

 

※ 法の趣旨・目的等について、地方公共団体の職員の理解を深めるための研修等

を企画する場合には、必要に応じ国から講師派遣等を行うことも可能。 

 

〇 なお、地方公共団体の皆様には、住民の皆様に対する周知にご活用いただ

けるよう、様々なコンテンツ（ポスター、小冊子、動画等）を用意している。

【資料Ⅰ-参 22】 
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